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※ ※種　　　　　　　別 ※整　理　番　号 ※

支　払

を受け

る　者

住

 

所

※区分 （受給者番号） 10203-000001

群馬県桐生市〇〇町〇〇番地

（個人番号） 1 2 3 4 1
給
与
支
払
報
告
書

（
個
人
別
明
細
書

）

（役職名）

氏

 

名

2 3 4 1 2 3

（フリガナ） 　　　　　　　　　キリュウ　　ヒメコ
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給料・賞与
内 円

種　　　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額　(調整控除後） 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

●●● ●●● ●●● ●●●

円 円 内 円

(源泉）控除対象配偶者 配　偶　者　（特　別）

控　　除　　の　　額

控除対象扶養親族等の数

(配偶者を除く 。)

１６歳未満

扶養親族

の数

障害者の数

（本人を除く 。）
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である

親族の数の有無等 老人 特　　定 老　　人
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人人

1○ ●●● 1

円

円

333333333333

円 内 円

特定親族特別控除の額 社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

円 円

(摘要) 　普徴D（R8.3.31退職予定）　　「青専」

前職：株式会社○○　　桐生市織姫町△△　退職日：R7.3.31
支払額：1,200,000円　社会保険料98,000円　源泉徴収税額34,000円

●●● ●●● ●●● ●●●
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円
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住宅借入金

等特別控除

の額の内訳

住宅借入金等
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特別控除区分（１回目）
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日 元　号 年 月 日

平成 7 9 27

（摘要）に前職分の加算額、支払者等を記入してく ださい。

氏名又は名称 広沢建設　〇〇〇〇
（電話）

0277-00-0000

支

　

払

　

者

住所（居所）

又は所在地 群馬県桐生市織姫町１番１号

個人番号又は

法人番号
(支払者の法人番号13桁、個人事業主の場合は個人番号12桁を記載してく ださい。)

住所欄
令和8年1月1日現在の（住民票上の）住所を記載してください。

（源泉）控除対象配偶者の有無・・・該当するときは○してください
有 欄 年末調整を受け、控除対象配偶者を有しているとき
老人欄 控除対象配偶者または源泉控除対象配偶者のいずれかの配

偶者を有し、配偶者が昭和31年1月1日以前の生まれの場合

摘要欄
前職分の記載
前職分の給与等を通算して年末調整した場合、前職分の所在地、
名称、支払金額、社会保険料等を記載してください。

租税条約に関する記載
課税の免除を受ける場合は、免除対象額と該当する条項を記載して
ください。

青色専従者に関する記載
「青専」と記載してください。

退職所得のある配偶者または扶養親族の記載
・配偶者や扶養親族が退職所得の支払いを受けた合計所得金額から
退職所得の金額を除いた結果、配偶者(特別)控除・扶養控除等を
受けることができる場合があります。「（退）氏名」と記載して
ください。

・障害者・特別障害者または同居特別障害者が同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く）に該当する場合は、「氏名（同配）」と
記入してください。

普通徴収の記載
普通徴収切替理由書の区分（普A～普F）を記載してください。

住宅借入金等特別控除
・特別控除可能額、居住開始年月日、特定取得に該当する場合は、
その旨を記入してください。
・住宅借入金等の借換えをした場合は、借入金年末残高の計算方法
を国税庁のホームページで確認してください。

受給者番号・個人番号欄
・給与支払報告書をeLTAXより提出し、納税義務者用の税額通知を
電子データで受取希望の場合は、必ず記載してください。
・受給者の個人番号を正確に記入してください。

氏名・フリガナ欄
・戸籍名を正確に記入してください。
・外国籍の方は、在留カードの表記とおりに記入してください。

控除対象扶養親族等の数
・該当する人数を記入してください。
・受給者または受給者の配偶者の直系尊属で同居している場合は、
左の「内」欄にその数を記入してください。

老 人 欄 70歳以上（昭和31年1月1日以前の生まれ）
特 定 欄 19歳以上23歳未満、合計所得金額が58万円以下
特 親 欄 19歳以上23歳未満、合計所得金額が58万円超123万円以下

（平成15年1月2日～平成19年1月1日以前の生まれ）
16歳未満欄 16歳未満（平成22年1月2日以降生まれ）

控除対象扶養親族/16歳未満の扶養親族
・扶養親族等の氏名、個人番号を記入してください。
・控除対象扶養親族が非居住者である場合は、区分に応じて区分欄に
「01～04」の数字を記入してください。

特定親族特別控除の適用を受ける場合
・特定親族の氏名、個人番号を記入してください。
・特定親族各人別の合計所得金額と居住実態に応じて、
「特定親族特別控除額」と「区分」を記入してください。

特定親族が居住者 特定親族が非居住者

58万円超　　　 　85万円以下 63万円 10 11

85万円超　　　 　90万円以下 61万円 20 21

90万円超　　 　　95万円以下 51万円 30 31

95万円超　　　　100万円以下 41万円 40 41

100万円超　　　105万円以下 31万円 50 51

105万円超　    110万円以下 21万円 60 61

110万円超　    115万円以下 11万円 70 71

115万円超　    120万円以下 6万円 80 81

120万円超    　123万円以下 3万円 90 91

区分
合計所得金額 特定親族特別控除額

控除対象扶養親族 区分

居住者 空欄

非居住者　30歳未満 または 70歳以上 01

非居住者　留学生（30歳以上 または 70歳未満） 02

非居住者　障害者（30歳以上 または 70歳未満） 03

非居住者　38万円以上送金（30歳以上 または 70歳未満） 04

給与支払報告書の書き方
特に注意していただきたい項目のみ記載しております。
記載方法の詳細は、国税庁ホームページ
『令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成の手引』をご確認ください。

生年月日は必ず記載してください。

特定親族特別控除額



　令和　年度（令和　年分）　給与支払報告書（総括表）

 追　加 令和　　年　　月 　　日提出

　 訂　正
桐生市長　あて

人

電話

人

人

人

人

２個人番号又は
法 人 番 号

(右詰めで記入)

　９

事業種目

　１０

受給者総人員

特別徴収義務者指定番号

１ 給 与 の
支 払 期 間 　　　年　　　月分から　　　月分まで

（ フ リ ガ ナ）

４

３ 郵 便 番 号 〒

５ 名 称
（ 氏 名 ）

所 在 地
（ 住 所 ）

特別徴収

(給与天引)
在職者

６ 代 表 者 の
職 氏 名
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１２

（ フ リ ガ ナ）

給
与
支
払
者
（

特
別
徴
収
義
務
者
）

７ 連 絡 者 の
係及び氏名並び
に 電 話 番 号

　　　　　　　　係　　氏名

（　　　　）　　-　　　　　番　内線（　　　）

普通徴収

(個人納付)

退職者

報
告
人
員

退職者を

除く

報告人員の合計

＊普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要です。

＊提出期限は　　月　　日（必着）です。
納入書 要 ・ 不 要

８

会計事務所等の名称
及び電話番号

１３

（　　　　）　　-　　　　　番
給与の支払方法
及びその期日

所轄税務署名
税務署

1：提出済みの給与支払報告書に訂正や追加があり、再提出する場合は、

○で囲み、個人別明細書と一緒に提出してください。

2：前年も桐生市で特別徴収をしている場合は、指定番号をご記入ください。

3：法人番号（個人事業主は個人番号）をご記入ください。

4：給与支払者の所在地をご記入ください。

5：給与支払者の氏名または名称をご記入ください。

6：市から連絡する際に使用します。電話番号は必ず記載してください。

7：総受給者数をご記入ください（桐生市以外の受給者も含む）。

8：報告人数（桐生市に提出する分）について、特別徴収・普通徴収

（退職者を含む）の各対象者数と合計をご記入ください。

9：「不要」にすると桐生市より納入書は、送付しません。

10：普通徴収対象者がいる場合は、該当理由に内訳人数をご記入くだ

さい。また、対象者の個人別明細書の適用欄にも普通徴収切替理由
（普A～普Fのいずれか）をご記入ください。

※内訳人数の記入がない場合や、個人別明細書に普通徴収切替理由の記入が
ない場合は、原則通り特別徴収対象者となります。

お問い合わせ先 桐生市役所総務部税務課市民税担当 電話：0277-46-1045
桐生市公式ホームページ（各種届出書・申請書のダウンロードができます。）

https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/zei/shiminzei/1022242.html

1

2

3

6

4

5

8

7

普通徴収対象者合計人数（総括表の「普通徴収」欄の人数と一致します）

退職者（休職者を含む）及び退職予定者（５月末日まで） 人

普Ｅ 事業専従者（給与支払者が個人事業主の場合のみ対象） 人

人

普Ｆ

普Ｄ 給与の支払が不定期である者

普Ａ 総受給者数が２人以下の事業者（総受給者数＝「受給者総人数」－［下記Ｂ～Ｆ該当人数」）

普通徴収該当理由

人

人

符 号

普Ｃ 給与が少なく税額が引けない者（年間の給与支給額が106万5千円以下） 人

普Ｂ 他の事業所で特別徴収が行われている者（乙欄該当者） 人

人 数
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9

納入方法のご案内

共通納税システム 複数の地方公共団体へ一括して納入する事業所におすすめです。
地方税ポータルシステム（eLTAX）を利用することにより、金融機関に出向くことなく、職場や自
宅からすべての都道府県、市区町村へ電子納税できる仕組みです。
※利用方法等については、eLTAXホームページをご覧いただくか、ヘルプデスクへお問い合わせく
ださい。

口座振替 納入する自治体が少なく、従業員の異動等が少ない事業所におすすめです。
納期限日に引き落としになり、納め忘れを防止できます。
※口座振替については、納税課 納税管理担当（TEL：0277-32-4039）までお問合せください。

書類の順番・・・図のような順番で提出してください

総括表・普通徴収切替理由書の注意点

地方税ポータルシステム（eLTAX）をご利用ください

eLTAXで提出するメリット
○複数の市町村へ一括提出できる

パソコンで作成した給与支払報告書を印刷した後、提出先の市町村ごとに仕分けして郵送する必要があ
りません。

○給与計算ソフトがない人も利用できる
eLTAXで給与支払報告書を手入力して直接提出することができます。
また、何度でも再発行可能です。

○特別徴収税額決定通知書をデータで受け取ることができる
eLTAXを経由して給与支払報告書を提出したときは、特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者用・納税
義務者用）の電子データ（正本）を受け取ることができます。

※紙（正本）での受取も選択できます。
※納税義務者用を電子データで受け取るためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。

普通徴収対象者がいない場合は、
切替理由書の提出不要です。

QRコード：（株）デンソーウェーブの登録商標です。

U R L：https://www.eltax.lta.go.jp/
ヘルプデスク電話：0570-081459

eLTAXに関する問い合わせ先


